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１ はじめに                                  

 

 令和３（2021）年３月に策定した「第２次野洲市総合計画（以下「第２次総合計画」という。）」は、

野洲市の将来都市像を示し、分野別計画など野洲市が定めるその他の計画の指針となる市の最上位

計画です。第２次総合計画は、将来都市像とそれを実現するための基本方針を示す「基本構想」（計

画期間 10年）、基本構想を実現するための施策を示す「基本計画」（５年）、基本計画の施策に基づい

て具体的な事業の内容や実施時期を示す「実施計画」（３年）の３つの要素で構成されています。 

 

また第２次総合計画と同時に策定した「第２期野洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「第

２期総合戦略」という。）」は、人口減少克服及び地方創生に向け、第２次総合計画の取組と一体的に

推進することとしており、第２次総合計画の施策・取組方針の一部を第２期総合戦略の施策として位

置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、 第２次総合計画の進捗管理については、PDCA サイクル（Plan(計画)、Do(実行)、Check(評

価)、Action(改善)の工程を継続的に繰り返す仕組み）を基に、事業の実施状況や指標の進捗状況に

ついて評価・検証を行い、結果に基づき改善を行うこととしています。 

 

 

 

 

２ 施策評価の目的・主旨および工程                            

 

 左記で述べた、進捗管理の Check(評価)、Action(改善)を行うため、「基本計画」の施策評価を行

います。このことから、本資料は、基本計画の施策ごとに、成果指標や主要事業の進捗度などを把握

し、施策目標（めざす姿）の実現に向けた取組がどの程度進んでいるかをとりまとめたものとなって

います。そして、本資料を基に、「野洲市総合計画・総合戦略庁内評価委員会」による内部評価と、

「野洲市総合計画・総合戦略評価委員会」による外部評価の２段階で評価を行います。 

さらに、評価結果は、各施策を推進する各所属にフィードバックし、今後の取組の検討に活用する

とともに、その内容を公表します。 

 

〇施策評価の工程 
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３ 評価する施策の一覧                            

 

４ 施策評価の方法                              

  

成果指標の進捗度や主要事業の進捗度等から、施策目標（めざす姿）の実現に向けた取組がきちんと

進んでいるかを、内部評価、外部評価にて３段階（A～C）で評価します。なお、評価の目安となるよう、

各進捗度を点数化するとともに、本資料とりまとめ時点で評価しています。（次ページの＜「５ 施策

ごとの成果」の見方＞参照） 

 

 ア．成果指標の進捗度 

施策ごとに設定した成果指標の進捗度を、下記の判定基準により s～c の４段階で表しています。 

進捗度 判定基準 

s 目標を達成している 

a 目標の達成に向けて計画どおり進んでいる 

b 進捗が遅れているが、計画最終年度には達成する見込みである 

c 
目標を大きく下回っている、又は進捗が大きく遅れており、取組の強化が

必要である 

  

 イ．主要事業の進捗度 

施策の取組方針に基づいて実施する主要事業の進捗度を、下記の判定基準により s～cの４段階で

表しています。 

進捗度 判定基準 

s 完了 

a 予定通り進行 

b 一部遅延 

c 未着手、中止 

 

ウ．評価 

評価 評価基準 点数※ 

A 施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 90 点以上 

B 施策目標の実現に向けた取組ができている 60 点以上 90 点未満 

C 施策目標の実現に向け、改善や手段などを検討する必要がある 60 点未満 

          ※点数＝評価の合計点／（２点×評価数）×100 

                  （合計点は各進捗度の s、aを２点、bを１点、cを０点として算出） 

 

 

 

 

施策

1-1　子育て支援の充実

1-2　青少年の健全育成

1-3　学校教育の充実

1-4　生涯学習・生涯スポーツ・文化芸術の推進

1-5　人権の尊重と多文化共生社会の実現

2-1　健康づくりの推進と地域医療体制の整備

2-2　高齢者がいきいきと暮らせるまちづくり

2-3　障がい児・者福祉の充実

2-4　地域福祉の推進

2-5　生活困窮者等への支援の充実

2-6　消費者行政・防犯対策の充実

3-1　商工業の振興

3-2　農林水産業の振興

3-3　地域資源を生かした観光の振興

3-4　歴史文化遺産の保全・活用

4-1　均衡ある土地利用の推進

4-2　自然環境・美しい景観の保全

4-3　生活環境の保全と上下水道サービスの安定供給

4-4　防災・減災対策の強化

4-5　道路ネットワークの整備と交通安全の推進

4-6　公共交通の利便性の向上

5-1　市民活動・自治会活動の推進

5-2　市民との情報共有の推進

5-3　効果的・効率的な行財政運営

合計 ５分野 24施策

５．市民活動・行財政運営

分野

１．子育て・教育・人権

２．福祉・生活

３．産業・観光・歴史文化

４．環境・都市計画・
    都市基盤整備
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＜「５ 施策ごとの成果」の見方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部および外部評価において、前ページの 

「ウ．評価」のとおり、A～C で評価します。 

コメントがあれば記載します。 

成果指標、主要事業の進捗度については、

それぞれ s～cの４段階で表しています。 

内部および外部評価の目安となるよう、各進捗度を点

数化し、本資料とりまとめ時点で評価しています。 
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５　施策ごとの成果　                                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

こども課 0人 0人 0人 0人 0人 s

こども課 52人 40人 ９人 10人 0人 b 国基準以外39人

子育て家庭
支援課

17.2% 35.6% 58.4% 30.7% 20.0% s

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

保険年金課 s

こども課 a

こども課 a 野洲市社会福祉協議会

子育て家庭
支援課 a

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容

実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

中学３年生までの医療費無償化の拡大

就学前保育の充実と幼保一体化の推進

学童保育所の運営

児童虐待終結件数/児童虐待件数

指標名

待機児童数（学童保育所）

待機児童数（未就学児）

取組方針

・今後も待機児童が発生しないよう、地域ごとの今後の児童
数の利用動向を注視していくとともに、状況に応じて、さらな
る小学校の施設を活用できるよう、教育委員会、小学校と
協議を行う。

「子どもの笑顔はみんなの安心」ストップ！子ども虐待

・学童保育所の管理運営を指定管理で行い、安定的な保育の確保を図った。
・北野学童については、令和４年度から北野小学校の協力を得て、音楽室を利用した通年・季
節保育を実施し、希望者すべての入所を確保し、待機児童の発生はなかった。
・学童保育（夏季保育期間中）の昼食について、休み期間中３回実施した。また利用者に対して
実施したアンケート調査をもとに、次年度以降の提供内容について、事業者と協議を行った。令
和６年度は、期間中に週３回（計14回程度）とする方向である。

要保護児童対策地域協議会において関係機関と連携しながら児童虐待の未然防止、早期発
見・早期対応に努め、養育支援訪問事業や子育て短期支援事業等を実施した。
・児童虐待相談348件、その他相談148件
・個別ケース会議数54ケース、127回開催
・養育支援訪問27ケース、117回
・子育て短期支援事業（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）5児童、194日間利用

①子育て家庭への支援の充実

②安心して子育てできる環境の整備

新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着いたため、児童
虐待防止啓発活動については、街頭啓発等手法を変えて
実施する必要がある。関係機関とは児童虐待の未然防止、
早期発見・対応に向けて、より一層連携を強化していく必要
がある。また、リスクの高い困難ケースが増加する中で、相
談・支援業務のスキルアップを目指し、研修等への参加・所
内での情報共有が必要である。

③児童虐待の未然防止及び早期発
見・対応

76,487
（76,487）

45,576
(32,488)

371,897
(3,162)

2,491
（1,010）

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

―

・保育士等の人材不足により、園運営に支障をきたしている
ことから、引き続き人材確保が必要である。

取組内容・進捗度の理由

・待機児童の発生はなかった。

・待機児童の多い１～２歳児のニーズ量の確保を行うため、小規模保
育事業者の公募を行い、令和６年４月から新たに１園が開園すること
となった。
・進捗度の理由として、令和５年度は入所申込者数が対前年度比39
人増となったものの、令和５年度の国基準の待機児童数は10名に留
まったことを踏まえ、【ｂ】とした。

家庭児童相談室に寄せられた相談対応件数は、全体で496件であり、
そのうち児童虐待相談件数は348件であった。昨年度より16件の増加
となり、近年の減少傾向から一転して増加となった。また、相談内容も
今までに見られなかった性的虐待が6件発生したり、ＤＶ案件（面前Ｄ
Ｖ含め）も増加している状況である。これは、要保護児童対策地域協
議会における関係機関との連携が強まり、早期に気になるケースを通
告していただいたことがケース件数の増加の要因であると分析してい
る。

・今後も待機児童が発生しないよう、地域ごとの今後の児童
数の利用動向を注視していくとともに、状況に応じて、小学
校の施設を活用できるよう、教育委員会、小学校と協議を
行う。

・保育士等の人材不足により、園運営に支障をきたしている
ことから、引き続き人材確保が必要である。

相談ケースは増加する中、家庭環境や家族関係が複雑で
支援期間が長期化しているリスクの高い困難ケースや警察
が介入する面前ＤＶも増加している。そのため、令和６年４
月より母子保健と児童福祉の一元的なマネジメント体制を
構築することで、さらなる関係機関との連携、ケースワーク
力の向上、職員の専門的知識、スキルの向上を目指すこと
とする。

中学３年生までの医療費助成を、令和５年10月から拡充することができた。

・小規模保育事業者を新たに１者選定し、令和６年４月から開園した。
・さくらばさまこども園において既存施設を改修し、３歳以上児の受け皿を整備した。
・「野洲市保育人材バンク事業」（新規採用61名）、「野洲市保育士等保育料補助事業」（実績2
件）を行い、保育及び教育等の担い手不足の解消を図ったものの、人材不足の解消までには
至っていない。

①子育て・教育・人権

１．子育て支援の充実

すべての家庭が安心して楽しく子育てができるよう、地域全体で協力して子育てをしています。

①子育て家庭への支援の充実　②安心して子育てできる環境の整備　③児童虐待の未然防止及び早期発見・対応

こども課・子育て家庭支援課・家庭児童相談室・保険年金課
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

生涯学習課 4,310人 1,078人 2,498人 2,532人 5,020人 a

生涯学習課 554件 255件 258件 203件 590件 b

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

生涯学習課 a 学区青少年育成会議

生涯学習課 a
守山野洲少年センター、滋賀
県教育委員会事務局、滋賀
県子ども・青少年局、滋賀県
青少年育成市民会議等

とりまとめ時点の評価

B

内部評価

B

外部評価

施策目標の実現に向けた取組ができている 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容

青少年期は豊かな人間性をはぐくみながら、一人の人
間として自立を促す重要な時期にあたるが、情報化の
進展や共働き世帯の増加など家族のあり方の変化、
地域のつながりの希薄化など、青少年を取り巻く様々
な環境の変化に対応していく必要がある。

　次世代を担う青少年の健全な育成を図るため、地域・青少年活動団体が
連携し、「地域の子どもは地域で育てる」機運を高めるため青少年育成市民
会議が、以下の地域支援活動を実施した。
 　　・まちぐるみで愛の声かけ運動
 　　・初発型非行防止活動（白ポスト・巡回パトロール）
 　　・はつらつ野洲っ子「中学生広場」「育成フォーラム」の開催
　　 ・青少年育成啓発活動等の実施

1563
（1,563）

青少年健全育成事業②非行の防止やひきこもり等への支援

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

各コミュニティセンターにおいて、地域の方の参画を得
て、勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活
動を通じ、健全育成の環境づくりを推進するための事
業であるが、活動内容により参加人数などに差が生じ
ている。活動内容の見直しが必要である。

取組内容・進捗度の理由

放課後の子どもの安全・安心な居場所づくりという側
面に加え、多様な大人との交流を通じて地域社会に
おける人間関係の広がりへの期待が図れた。

不登校、ニート、心の病が増加傾向にあり、子ども・
若者の抱える問題は深刻化し、本市の未来を担う子
ども・若者の育成・支援を行う少年センターの果たす
べき役割は重要になっている。

人材面での課題
子どもの社会性の育成のため、地域住民が多くの活
動に参加できる体制をつくるとともに、多様な考え方
や違う価値観に触れる機会の必要性を意識し、共有
することが求められる。

守山市と野洲市の課題を抱える子ども・若者の相談
件数において、守山市は社会環境の変化に比例して
増加しているにもかかわらず、本市は逆行して減少し
ている。
令和６年度は身近な相談場所として、市内にサテライ
トの開設に向けて準備していく。

地域の子どもたちの安全・安心な居場所の確保、地域の多様な世代が参画
する様々な体験・交流・学習活動の子どもたちへの提供として、「子どもの居
場所づくり事業」を実施した。

①子育て・教育・人権

２．青少年の健全育成

家庭、学校、地域、関係機関が一体となった社会の中で、青少年の自主性や自立性と豊かな感性が育まれています。

①青少年の自主性を育てる機会や場の提供　②非行の防止やひきこもり等への支援

生涯学習課

評価内容

指標名

地域子ども教室の参加人数

少年センターの相談件数

取組方針

1,449
(1,110)

実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

子どもの居場所づくりの推進
①青少年の自主性を育てる機会や場
の提供
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

小６:39.6％ 24.9% 20.5% 22.2% b

中３:14.5％ 17.9% 14.4% 15.0% b

小６: 13.7％ 16.9% 14.3% 25.7% a

中３:11.9％ 11.9% 7.6% 16.6% b

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

学務課
学校教育課 a

ふれあい教育
相談センター a 学務課

学務課
教育総務課 a

生涯学習課
学校教育課 a

とりまとめ時点の評価

B

内部評価

B

外部評価

　コミュニティ・スクールで何が話し合われ、どんな取組
をしたかなど、各学校の学校運営協議会での話し合い
の内容の「周知」について課題があるので、今後検討し
ていく必要がある。

指標名

取組方針

「家で自分で計画を立てて勉強をしている」児童生徒の割
合

「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えること
がある」児童生徒の割合

地域に開かれた学校事業④地域に根ざした学校づくりの推進

学務課
（学校教育課）

学務課
学校教育課

②子どもと家庭に寄り添った教育相
談・支援体制の充実

③安全・安心な教育環境の整備と働き
やすい環境づくりの推進

①確かな学力の定着・向上

実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

学力向上推進事業

不登校やいじめ問題等に対する支援

小中学校施設保全事業

15,119
(15,108)

1,048,127
（251,787）

9,548
（9,548）

①子育て・教育・人権

３．学校教育の充実

家庭、学校、地域、関係機関が連携して子どもたちに充実した教育機会を提供し、すべての子どもたちが確かな学力と豊
かな心と健康な体を育みながら、いきいきと学んでいます。

①確かな学力の定着・向上　②子どもと家庭に寄り添った教育相談・支援体制の充実
③安全・安心な教育環境の整備と働きやすい環境づくりの推進　④地域に根ざした学校づくりの推進

学務課・生涯学習課・ふれあい教育相談センター

市内全校のプール施設の老朽化が進む中、今後も水泳
授業を継続させる施設としては、野洲市健康スポーツセ
ンター、民間施設のプールならびに何校かに拠点化した
学校プール、これらの施設を組み合わせて、検討を進め
る必要がある。
ICT機器の活用について、児童生徒と教師が、互いに学
習の進捗度や課題を共有し、一人ひとりに合わせた学
習方法を検討していく必要がある。

ふれあい教育相談センターの利用について教員の先生
方に周知し、学校との連携を深めていくと、今後さらに適
応指導教室（ドリーム教室）の需要が増えると考える。令
和４年度は９名利用であったが、令和５年度には１７名
の利用があった。きめ細やかな指導を行うには、現在２
名指導員とメンタルフレンド月～木各曜日１名では少な
く、体制の充実を図る必要がある。

北野小学校校舎増築工事は一旦保留することから、職
員室と仮設校舎の設計の修正が必要となる。これより、
本館校舎・体育館大規模改修工事に向けて修正設計を
行う。

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

小学校では、中学校の定期テストの日程等に合わせて、
「家庭学習がんばり週間」を設定する等の取組を進めて
いる。中学生だけではなく小学生においても、家庭より
塾などの場での学習機会が多いのではないかと考え
る。

各教科等の指導の中で、実生活との関連について考え
たり、探究的学習を多く取り入れたりすることで、学校と
家庭での学習を推進する。また、家庭学習におけるタブ
レット端末（ICT機器）の利用について、各学校の取組等
を広めていく必要がある。

取組内容・進捗度の理由

2,423
（987）

野洲小学校及び野洲中学校における水泳授業を健康スポーツセンター及びＢ＆Ｇ
温水プール等で実施した。
市内小中学校のＩＣＴ環境を整備し、児童生徒の学びの環境を充実させた。

こころの教育相談、適応指導教室（ドリーム教室）、家庭訪問型学習支援と学校が
連携し、不登校や行き渋りをはじめとして、さまざまな理由で悩みをもつ小中学生
や保護者に寄り添い、課題解決のための支援を行った。目標達成に向け、計画通
り進んでいる。

中主小学校旧館棟改築工事の影響により新館棟大規模改修工事の着工が当初
計画より遅れたが、改修工事は遅延なく計画通り進められた。
北野小学校校舎増築、本館校舎・体育館大規模改修工事設計業務は計画通り完
了した。

コミュニティ・スクール合同研修会で、熱心な取組実践を行った２校に発表していた
だき、８４％が参考になったと肯定的回答をしている。各学校のコミュニティ・スクー
ル進捗状況調査では、平均３６．９点（５０点満点）と回答している。学校と地域が
「目指す子どもの姿」を共有し、学校や地域の子どもたちの課題や学びを考え解決
する話し合いが深まったといえる。

令和5年度全国学力・学習状
況調査結果

コロナ禍の終息により、学校行事や地域行事が復活し
たため、児童生徒の自主的な活動や地域行事への参加
機会が増えた。そのため地域・社会のことを主体的に考
える児童生徒が増えたのではないかと考える。

地域の行事等への参加率は毎年高い数値であるが、児
童生徒が主体となって地域行事の企画・運営を行うまで
には至っていない。そのため地域と学校の連携をより深
めていく必要がある。

令和5年度全国学力・学習状
況調査結果

小、中学生とも
50.0％

小、中学生とも
30.0％

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容

6



分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

スポーツ施設
管理室

247,211人 195,145人 199,799人 173,953人 276,500人 a

文化スポーツ
振興課 75,858人 34,091人 57,439人 84,299人 110,000人 a

生涯学習課 84回 23回 35回 50回 90回 a

野洲図書館 10,356人 8,669人 8,662人 8,627人 11,000人 b 「令和5年度　野洲図書館　事
業報告」

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

生涯学習課 a

文化スポーツ振
興課（総合体育
館・中主B&G海

洋センター）

a 各種スポーツ関係団体

国スポ障スポ
大会推進室 a わたSHIGA輝く国スポ・障ス

ポ野洲市実行委員会

生涯学習課 a

文化スポーツ
振興課（野洲
市文化ホー

ル）

a 野洲市文化協会加盟団体
各種文化関係団体

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

課題・改善点

図書館の利用者数

指標名

主要スポーツ施設の利用者数

主要文化施設の利用者数

生涯学習出前講座の実施回数
生涯学習機会の提供に努めているが、参加者
の固定化が課題である。また、学習の成果の促進を
図る必要がある。

取組内容・進捗度の理由

健康と交流を創出する拠点施設として、安全面や多
様な利用に配慮した環境整備、維持管理が必要であ
る。

文化３施設の集約方針に従い、施設を管理・運営して
いくことになるが、文化施設が一定期間利用できなく
なることで利用に支障をきたす場合がある。

図書館利用のPR、来館困難者へのサービス（障がい
者への郵送貸出しや宅配、予約本受取ボックスなど
図書館以外のサービスポイント）を検討する。

総合体育館をはじめ海洋センター、市民グラウンド、及び
健康スポーツセンターを健康と交流を創出する拠点施設
として生涯スポーツの機会の提供に努めた。
総合体育館の大規模工事のため６月末まで全館利用停
止により利用者数に影響した。

コロナ禍で低下していた利用人数が増加に転じ、多くの
方にご利用いただけた。さざなみホールについては複数
回の空調故障により夏季・冬季の施設貸出に影響があっ
た。

予約本受取ボックスやアル・プラザ野洲での移動図書館
など、館外で本を借りられる仕組みをつくった。おおむね
前年並みの利用があった。

市民等のニーズに応じた出前講座の内容の充実に努
め、市民や各自治会、各団体等へ情報提供を行い、学習
機会の充実を図った。

①子育て・教育・人権

4．生涯学習・生涯スポーツ・文化芸術の推進

子どもから大人までが主体的に学び、スポーツや文化芸術に親しみ、生きがいや楽しさを感じながら心身ともに健康に暮
らしています。

①生涯学習・生涯スポーツの機会の提供　②生涯学習・生涯スポーツ活動に対する支援　③文化芸術の振興

生涯学習課・文化スポーツ振興課・国スポ障スポ大会推進室・野洲図書館

多様な市民ニーズを把握し、より多くの方に参加いた
だき賑わいにつながるような魅力ある企画や施設管
理を継続していく必要がある。

③文化芸術の振興
6,912
（-）

文化芸術に親しむ機会の充実

駅前の好立地を活かし積極的に鑑賞型事業を招聘し、市民に本格的な舞台芸術に
触れる機会を創出した。特にファミリー層に向けた事業を数多く展開し、親子で一緒
に楽しんでいただける時間を提供することができた。各種教室では受講生が日頃の
学習成果を発表する場として教室発表会や作品展等を開催した。

課題・改善点

　出前講座は新型コロナウイルスの５類移行に伴い
実施回数は増加しているが、参加者や実施機関が固
定化されていることから、社会福祉協議会を通じて関
係団体に周知を依頼した。

 団体個々の状況に応じた支援やリーダーの後継者
育成・確保に取り組む必要がある。

これまでに整えた各種要項や計画が有益であるかR6
リハ大会で検証を行い、Ｒ７本大会に向けて改善を
図っていく。

生涯学習カレッジでは、地域の方を先生とした講座を５回実施し、個人の学びの
きっかけや発表の機会をつくった。また出前講座では、市職員等を講師として派遣
し、講座を行うことで、市政に関する理解を深めることができた。（37団体50回）

市民の主体的な活動を支援することにより、市民の生きがいづくりと地域の活性化
を図った。

R6のリハ大会およびR7の本大会に向けて総合体育館改修、競技備品整備等の
ハード整備に併せ、各種要項及び計画の策定を行った。また、庁内推進会議を設
置し、情報共有とともに職員動員に向けた市役所の体制を整えた。

取組内容・進捗度の理由

・総合体育館の大規模改修工事を完了した。
・健康と交流を創出する拠点施設として生涯スポーツの機会の提供を提供した。
・スポーツ教室等の開催によりスポーツ活動の機会を提供した。

・引き続き安全な施設利用のため施設の維持管理が
必要である。
・スポーツ活動の機会の提供のために、工事期間中
等、貸館等ができない際においても、スポーツ教室等
を継続実施することが必要である。

取組方針
実績見込額(千円)

（内一般財源）
主要事業名

生涯学習の充実

社会教育関係団体の支援

国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の準備・運
営

6,277
（48）

205
（155）

2,768
（2,768）

②生涯学習・生涯スポーツ活動に対す
る支援

①生涯学習・生涯スポーツの機会の提
供 生涯スポーツの充実

269,602
（11,324）

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

人権施策
推進課

90人 — 79人 57人 180人 a 市民のつどいアンケート結果

人権施策
推進課

36.5% 35.2% 36.1% 35.0% 40.0% b 審議会等女性委員参画割合
調査結果

企画調整課 10人 － － － 20人 ‐
市独自の姉妹都市使節団派
遣事業は、実施していないた
め評価はしない。

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

人権施策
推進課 b 市・各学区人権啓発推進協

議会

人権施策
推進課 b ジェンダー平等を考える会

企画調整課 b 野洲市国際協会

とりまとめ時点の評価

C

内部評価

B

外部評価

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

人権啓発団体等と連携し、市民に対する研修機会と参加
者の拡大を図っていく必要がある。また、地区別懇談会に
ついては、開催率が上がってきており、引き続き自治会の
主体的な取り組みにつながるよう支援していく必要があ
る。

団体への活動支援の継続と市民意識の変革を図る機会
の提供のため、コロナ収束後における、啓発事業(フォー
ラム)の開催・周知方法についてさらなる工夫が必要であ
る。

取組内容・進捗度の理由

新規参加者数については、任意のアンケート調査の結果から把
握しており、今年度はアンケートの回収率が下がったことにより、
確認できた数字上では、昨年度の実績を下回った。ただ、全体
の参加者数は、R4年度221人からR5年度403人と大幅に増加し
ており、把握できなかった新規参加者も多数含まれると想定でき
ることから、進捗度【a】とした。

女性委員の比率が減少した理由としては、女性委員の比率の高
い委員会(学校給食献立検討委員会等)が廃止となったことと、新
規に設置された委員会の女性比率が低かったことによるため。

令和５年度姉妹都市使節団派遣事業は、市からミシガン州クリン
トン・タウンシップ（以下、「CT」という。）への「派遣」を準備してい
たものの、CTからの意向を受けて、滋賀県とミシガン州が行う友
好親善使節団派遣事業（R5年度は滋賀県が「受入」）に協力する
形で姉妹都市交流を図るよう、事業内容を変更。CTからの参加
はなかったが、令和４年度に本市より派遣事業による交流の代
わりの友好の証として千羽鶴・記念プレート（灯籠）をCTに送った
ところ、そのお返しとして令和５年度末にドウタクくんのダイヤモ
ンドアートをいただいた。

コロナが５類に移行したことにより、人権教育・啓発事業（地区懇を含む）が集会形式で開催
できる状況となり昨年度より参加者数は増えている。しかしながら、コロナ禍で事業を中止・
縮小とした影響もあり、参加者の意欲の停滞等がみられ、参加者数については、コロナ前の
参加者数を100％とするとR5年度は６５％となり、３５％減となった。

男女共同参画推進をめざす市民団体に対して活動支援（情報提供や意見交換、活動場所
の提供等）をすることにより、自主的・積極的・定期的に活動されている。また、男女共同参
画審議会委員への参画や男女共同参画フォーラムに対しても共催で開催している。しかし、
コロナ収束後に開催したフォーラムの参加者の広がりはまだまだ少ない。

各団体への参加依頼人数の拡大を図るとともに、新規参
加者数を確実に把握するため、参加回数の記入につい
て、今までのアンケート(任意提出)への記入から、参加票
(全員提出)へ変更し把握する。また、新規参加者を増やす
ため、開催方法や事業内容について検討する。

審議会等委員の女性割合は、目標(40％)の達成と併せ、
男女のバランスにも考慮する必要がある。特に新規に設
置された(今後設置される)審議会等について積極的な働
きかけが必要である。

姉妹都市交流事業については、当面、滋賀県とミシガン州
の友好親善使節団派遣事業に協力する形で実施すること
としたが、改めて、互いの文化・歴史等を知る機会を設け
るなど、継続的な本事業のあり方を検討する必要がある。

外国人住民の増加が続いており、遠隔通訳・翻訳業務等
の外国人支援については、実態に即した支援を検討して
いく必要がある。

③多文化共生の推進
7,377
(7,158)

②男女共同参画の推進

①人権教育・啓発の推進と相談支援体
制の充実

多文化共生推進事業
姉妹都市使節団派遣事業の実績はなかったが、タブレット端末を使用した遠隔通訳・翻訳
業務や、野洲市国際協会を通じた外国人支援等により、多文化共生の推進に寄与した。

人権施策の推進

男女共同参画の推進

6,265
(5,307)

196
(196)

①子育て・教育・人権

５．人権の尊重と多文化共生社会の実現

性別、年齢、国籍等にかかわらず、すべての市民がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合い支え合いながら、ともに生活
しています。

①人権教育・啓発の推進と相談支援体制の充実　②男女共同参画の推進　③多文化共生の推進

人権施策推進課・企画調整課

指標名

人権尊重をめざす市民のつどいへの新規参加者数

審議会等委員の女性比率

取組方針
実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

姉妹都市交流事業への参加希望者数

評価内容

施策目標の実現に向け、改善や手段などを検討する必要がある 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

保険年金課 48.3% 47.7% 47.8% 44.6% 60.0% b R4年度特定健診・特定保健
指導法定報告

健康推進課・
保険年金課

29.8% 32.1% 31.0% 34.8% 35.0% a R4年度特定健診・特定保健
指導法定報告

男性22.9％ 21.2% 21.3% 18.4%
男性21.1％

以下 s

女性4.1％ 2.9% 3.4% 2.8% 女性3.5％
以下 s

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

健康推進課 a 保険年金課

市立野洲病院
（新病院整備課） b

市立野洲病院 a

とりまとめ時点の評価

B

内部評価

B

外部評価

評価内容

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている 今後の対応

①市民の健康づくりへの支援 健康づくりの推進
64
(64)

ほほえみやす21健康プラン推進委員会により「栄養」の啓発活動の実施と啓発
資料の改訂、そして「歯」の研修会を実施した。

市のデータヘルス計画や国の健康日本21（第三
次）を踏まえて市の健康プランの中間評価を実施
し、進め方を検討する必要がある。

②地域医療体制の整備

市民病院整備事業
81,942
(40,970)

・受注者の選定は、ほぼ令和5年5月24日野洲市民病院整備事業特別委員会に
て提示したスケジュールのとおりに実施した。
・令和5年11月17日に締結した契約では、機械設備工事費を除くこととなった。
その後、令和6年2月16日に契約の変更を行ったが、医療ガス等の一部工事に
ついては含んでいない状況である。
・また、準備工事（階段新設・撤去、公共下水）について、令和5年度は設計まで
実施したが、工事は令和6年度に行う運びとなっている。

・医療ガス等の一部工事については、今後、分離
発注することとした（令和6年2月15日特別委員会
にて報告済み）。
・準備工事（階段新設・撤去、公共下水）を令和6
年度に施工するため、当該工事施工の予算を、
令和6年度当初予算にて計上した（令和5年度の
予算は減額補正した）。

病院新築整備を前提とした医療体制の充実と機器整備
325,627
（－）

・現病院での診療体制が維持できるよう医師体制の確保に努めた。整形外科医
が年度途中に1名減員となったが、市と滋賀医大との共同研究講座の副次的効
果により令和６年４月１日には原状回復することができ、常勤医師数は令和５年
４月１日比で１名増となっている。
・更新の必要な機器及び診療体制の充実を図るうえで必要な機器の導入を行っ
た。（Ｘ線一般撮影システム、コンピューターＸ線受像器等）
・現病院の老朽化対策のための設備の改修工事を行った。（電気設備工事、空
調熱源等更新工事、東館耐震設計・工事）

・病院新築整備については、見通しが立っている
ため、新病院を見据えた医師等の人員体制の充
実が必要となる。
・東館耐震工事については、既存の内装を撤去し
たところ、仕様通りの図面で工事を進めることが
困難となったため、翌年度に繰り越して実施す
る。

喫煙率 健康推進課
卒煙相談の通知やCOPD検診、母子手帳発行時や乳
幼児健診での情報提供等による複数の取組により禁
煙が進んでいる。継続して取り組む。

検診等の機会を捉えてタバコをやめたい人に禁
煙を促すと共に、学校との連携により防煙教育に
取り組む。

R4年度特定健診・特定保健
指導法定報告

取組方針 主要事業名
実績見込額(千円)
（内一般財源）

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

特定保健指導の実施率
新型コロナウイルス感染症による利用控えがあった
が、訪問等により利用勧奨を再開し、実施率が向上し
た。

令和６年３月に策定した第３期データヘルス計画
の目標値を35%から40%に変更した。引き続き実施
率の向上を図る。

②福祉・生活

１．健康づくりの推進と地域医療体制の整備

誰もが自身の心と体の健康に関心を持って健康増進に取り組み、充実した地域医療体制のもと、安心して生活してい
ます。

①市民の健康づくりへの支援　②地域医療体制の整備

健康推進課・保険年金課・市立野洲病院（新病院整備課）

指標名 取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

特定健診受診率
平成29年度までは受診率50%を超えていたが、受診率
の高かった70歳代の被保険者が後期高齢者医療保険
に移行し、平成30年度以降50%を下回っている。

令和６年３月に策定した第３期データヘルス計画
（計画期間R6～11）の目標値を60%から50%に変
更した（R7（R6法定報告）時点の目標値45%）。受
診勧奨の見直し等により受診率向上を図る。
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

53団体 59団体 62団体 65団体 65団体 s

1,250人 1,235人 1,262人 1,308人 1,400人 a

84サロン 82サロン 77サロン 83サロン 100サロン a

1,153回 829回 1,048回 1,049回 1,300回 a

介護保険課 18.2% 27.7% 29.4% 29.2% 30.0% a

介護保険課 1施設 1施設 1施設 2施設 4施設 b

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

高齢福祉課 a

高齢福祉課 a 野洲市認知症キャラバン・メ
イト

介護保険課 a

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容

②福祉・生活

２．高齢者がいきいきと暮らせるまちづくり

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らしています。

①健康づくり活動と社会参加の促進　②高齢者の暮らしを地域で支えるまちづくり　③市民ニーズに沿った介護サービス
の提供と適正化の推進

高齢福祉課・地域包括支援センター・介護保険課

更なる介護サービスのケアプランの質の向上の
ため、地域密着型サービス事業所に対する集団
指導を実施する必要がある。

7,281
(1,075）

指標名

取組方針

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点
実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

いきいき百歳体操の団体数・参加者数
地域包括
支援センター

小地域ふれあいサロンの数・実施回数 高齢福祉課

要介護３以上に対する介護老人福祉施設のベッド数の充足率

－

地域の高齢者で主体的に健康づくりや介護予防に関する取組ができるような
通いの場での支援と、専門職による短期集中的な事業が連携しながら健康長
寿の実現に向けた取組を行った。
通いの場に参加することで健康・体力に自信がつき、更なる社会活動への参
加意欲となり好循環につながった。

③市民ニーズに沿った介護サービス
の提供と適正化の推進

地域密着型サービス等の適正な運営及び充実

給付の適正化を専門職によるケアプランの点検等において充実を図り、各事
業所からのサービス利用に関する問合せに適切に対応した。また、介護サー
ビス事業所の資質向上のため国の運営指導マニュアルに基づき指導を行っ
た。

取組内容・進捗度の理由

認知症の進行段階に応じて受けることができる医療・介護サービスを標準的
に示す「認知症ケアパス」を改訂し、認知症の人が住み慣れた地域で過ごすこ
とができるよう認知症の理解促進につながった。

令和２年度に野洲篠原すみれ園(100床)が開設さ
れ、目標値をほぼ達成している。
要介護３以上　787人(Ｒ６．２末)
介護老人福祉施設のベッド数　230床

令和５年度に小規模多機能型居宅介護施設１施設
が開所し、市内で２施設となった。

高齢化率が高くいきいき百歳体操が未実施の団体
への働きかけと、継続団体へ専門職がモニタリング
訪問を行い、活動が継続できるような支援を行うこと
で目標を達成した。

生活支援コーディネーターから各地域のサロン団体
の状況を聞き取り、活動継続に向けて課題となるポ
イントを整理し助言を行った。
また、より多くの団体が活動できるよう、サロン補助
金の交付条件を緩和した。

野洲市小地域ふれあいサロ
ン事業補助金交付要綱

健康づくり・介護予防の推進

認知症高齢者を市民や地域で見守る仕組みの充実

①健康づくり活動と社会参加の促進

727
(196)

②高齢者の暮らしを地域で支えるまち
づくり

・住民主体の介護予防の通いの場の更なる拡大
と、必要な人が必要な時期に短期集中的な専門
職による指導を受けることができる体制の充実
を図る必要がある。

認知症の人とその家族と認知症サポーターがと
もに支え合い、活動するチームオレンジ設置に
向けて検討を重ねる。

小規模多機能型居宅介護の施設数

今後、要介護認定者数（要介護３～要介護５）の
増加が見込まれるため、介護老人福祉施設に限
らず、多様な住まいのあり方について検討する
必要がある。

現２施設での利用状況を注視しながら、利用者
のニーズにあった在宅サービスの整備について
検討していく。

百歳体操の立ち上げた代表者の交代により、活
動の継続が難しくなる団体もあるために、市民の
主体性を尊重しながら継続に向けた支援を行
う。
男性の参加者が全体の2割程度と少ない傾向に
あるために、男性の参加者を促す必要がある。

サロンの継続が難しい団体については、社会福
祉協議会の生活支援コーディネーターと連携し
支援を行う必要がある。
R６年度から補助金制度が完全に切り替わるた
め、各サロンにおいて混乱や困りごとがないかど
うかを確認する必要がある。
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

障がい福祉課 5か所 7か所 9か所 11か所 7か所 s 事業所アンケートや保護者会
等との懇談による。

障がい福祉課 6事業者 7事業者 8事業者 8事業者 7事業者 s 事業所アンケートによる。

発達支援
センター

68人 70人         68人 72人 75人 a

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

障がい福祉課・
地域生活支援

室
a ―

発達支援
センター a ―

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

②障がい児の相談支援・療育の充実

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

令和６年度から当該地域生活支援拠点事業に
参画する障害福祉サービス事業所を募るととも
に、拠点が円滑に機能しているか検証を行うこと
で改善を図る必要がある。

指標名

グループホーム数

指定特定相談支援事業者数

取組方針

①障がい者の個別支援の充実

主要事業名

地域生活支援拠点の整備

早期療育通園事業「にこにこ教室」利用児数

取組内容・進捗度の理由

市グループホーム整備補助金、国・県の補助事業の
案内を行った。また、野洲市障がい者自立支援協議
会においてグループホーム同士の意見交換の場も
設けた。

障がい者自立支援協議会の相談部会を開催し、課
題や困り事を共有し、助言を行った。

令和５年８月に新センターを開設し、児童発達支援
センターとして受け入れを行うことができた。目標値
に近づく「７２人」の実績となった。

湖南４市（草津市・守山市・栗東市・野洲市）の障害福祉事業者間で広域的な
ネットワークを構築し、緊急時の迅速かつ確実な相談支援の実施や短期入所
等の効率的な利用ができるよう、地域生活支援拠点の環境整備を各市が連携
して行い、令和６年４月１日から事業を開始するための体制を整えることができ
た。

医療的ケアが必要な人、強度行動障害のある人
を受け入れてもらえるグループホームの設立を
促進する必要がある。

障がい者の人数は今後も増加する見込みである
ため、サービス等利用計画の作成に滞りがない
よう相談支援事業所の増加を促進する必要があ
る。

児童発達支援センターとなり、事業内容のさらな
る充実を図るためには、職員（主に保育士、機能
訓練士）の確保を図る必要がある。

新発達支援センターの整備

令和５年度に実施予定であった、現発達支援センター等解体工事や令和６年
度工事予定の附帯工事にかかる設計業務委託等をすべて完了できた。また、
事務所の移転作業を行い、８月１日から新センターでの業務開始を行うことが
できた。

52,683
（5,268）

令和６年度においても、野洲市発達支援セン
ター等新築附帯工事として、キャノピー（庇）設
置、駐車場等の整備を行う予定であり、引き続
き、地元自治会ならびに近隣住民に丁寧に説明
を行いながら整備を進める必要がある。

実績見込額(千円)
（内一般財源）

－

②福祉・生活

３．障がい児・者福祉の充実

障がいのある人が自分らしい日常生活や社会生活を営むための体制が整い、誰もがともに地域でいきいきと暮らしています。

①障がい者の個別支援の充実　②障がい児の相談支援・療育の充実

障がい福祉課・発達支援センター・地域生活支援室

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

社会福祉課 － ７回 11回 ５回 年2回以上 s

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

社会福祉課 a 野洲市社会福祉協議会

社会福祉課 a 野洲市社会福祉協議会

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容

指標名

取組方針

①市民の主体的な地域福祉活動の推
進

実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

地域福祉推進事業（市民活動）
37
(37)

地域福祉を推進する市民交流や懇談会の回数

開催回数は目標値を達成したものの、開催回数
は昨年度より減少しており、自治会等に対して、
タウンミーティングの周知を積極的に行う必要が
ある。
地域福祉計画推進委員会では、地域課題につ
いて意見交換を行うことができた。今後も継続し
て検討を重ね、地域でのネットワークづくりを進
める必要がある。

②地域と連携した福祉活動の推進
37
(37)
再掲

地域福祉推進事業（ネットワーク）

タウンミーティングを５回（93人参加）実施し、身近な地域でのネットワークづく
りにつなげる取り組みを行った。
また、地域福祉計画推進委員会を開催し、地域福祉基本計画の進捗状況の
管理と、地域課題の検討を行った。

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

見守りマップに社会資源等の情報も落とし込み、
地域全体を把握し幅広く活用できるよう充実させ
ていく必要がある。

取組内容・進捗度の理由

昨年度より実施回数は減少したものの、目標値は達
成できた。

社会福祉協議会が中心となり、14自治会で見守りマップの作成を行った。

自治会等に対して、タウンミーティングの周知を
積極的に行い、地域でのネットワークづくり進め
ていく必要がある。

②福祉・生活

４．地域福祉の推進

すべての人が地域の一員として、ともに生き、ともに支え合い、安心して暮らしています。

①市民の主体的な地域福祉活動の推進　②地域と連携した福祉活動の推進

社会福祉課
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

市民生活
相談課

314件 594件 400件 305件 400件 a

市民生活
相談課

1か所 １か所 2か所 ２か所 4か所 a

市民生活
相談課

41事業者・団体
43事業者・

団体
45事業者・

団体
47事業者・

団体
50事業者・

団体 a

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

市民生活
相談課 a

建築住宅課 a

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

課題・改善点

生活困窮者自立支援法に基づく事業を適切に
実施するため、相談員の人材育成、公平公正な
対応を継続して行う必要がある。

取組内容・進捗度の理由

生活困窮者自立支援法に基づく事業を適切に
実施するため、相談員の人材育成、公平公正な
対応を継続して行う必要がある。

４か所の目標については、現状の体制を鑑み方
向性を整理する必要がある。

締結事業者に対して、定期的な周知啓発等が必
要である。

コロナ禍後、相談の新規の需要は減少したが、継続
した相談は依然多く、それに対する支援の体制は構
築できている。
（支援者数R3 782人、R4 704人、R5 668人）

包括的な相談体制を構築するため、市民協働室に
おいても相談業務を行った。

新たに２件新規締結を行った。

法に基づき、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、家計改善支援
事業、学習支援事業を実施した。

引き続き野洲市営住宅長寿命化計画に基づき
予防保全的な修繕や建築物の耐久性向上等を
図る改善事業を効率的・効果的に実施する。
また、事業の実施に当たっては、長期的な財政
見通しや社会資本整備総合交付金の動向及び
市営住宅の状態を見極めながら柔軟に対応す
る。

指標名

生活困窮者支援事業において支援プランを策定した数

包括的な相談窓口数

取組方針
実績見込額(千円)

（内一般財源）
主要事業名

生活困窮者支援事業
3,872
（997）

「見守りネットワーク協定」協力事業者・団体数

479,616
（0）

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由

市営住宅更新整備（市営住宅等の住まいの確保）

（主な工事：2か年）
・永原第２団地４号棟新築（建築主体）工事    請負代金：502,067,500円
　工期：令和4年9月7日～令和5年11月30日
・永原第２団地４号棟新築（電気設備）工事    請負代金：62,828,700円
　工期：令和4年8月31日～令和5年11月30日
・永原第２団地４号棟新築（機械設備）工事    請負代金：69,850,000円
　工期：令和4年8月31日～令和5年11月30日
・永原第２団地４号棟新築工事監理業務委託 請負代金：5,753,000円
　工期：令和4年8月24日～令和5年11月30日

野洲市営住宅長寿命化計画に基づき、新築工事にかかる上記４契約を発
注し、周辺に民間保育園や住戸があることから、安全、安心に配慮した施
工を行い、工期内に完成させた。

①包括的な相談支援体制の充実

②福祉・生活

５．生活困窮者等への支援の充実

生活から就労まで包括的に対応できる相談支援体制が充実し、すべての人が孤立することなく安心して生活しています。

①包括的な相談支援体制の充実

市民生活相談課・建築住宅課

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

市民生活
相談課

1か所 1か所 １か所 １か所 2か所 b

危機管理課 36.4 件/万人 31.2 件／万人 42.8 件／万人 40.6 件／万人
23.2 件／万人

以下 b

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

市民生活
相談課 a

危機管理課 b

とりまとめ時点の評価

B

内部評価

B

外部評価

取組内容・進捗度の理由

庁内の消費生活センターの運営を中心に適切に対応し
ている。(消費生活相談件数　770件、被害救済金額　約
2528万円）

夜間に、住民参加型の防犯パトロールを12回、地域安
全センター調整官によるパトロールを1,961回実施した。
前年度よりパトロール回数を増やし、不審者等の警戒に
努めたことにより、犯罪件数の減少に繋がったと考えら
れる。

野洲市くらし支えあい条例に基づき、市民の消費生活の安定及び向上並びに消
費者安全の確保を図ることができた。特に、日々進化するインターネットやSNS、
QRコード決済等を利用した詐欺等に対し、相談員が必要な研修を受講して対応
した。

②福祉・生活

６．消費者行政・防犯対策の充実

犯罪や消費者被害の未然防止・拡大防止に地域や事業者等と連携して取り組み、市民が被害にあうことなく安全・安心に暮
らしています。

①消費者被害の救済及び未然防止・拡大防止の充実　②防犯対策の実施

市民生活相談課・危機管理課

現在、消費者被害防止・救済につながる体制が
整っており、２か所の目標値については、相談体制
を鑑み検討する必要がある。

野洲駅前での犯罪の発生が多いものの、監視カメ
ラや地域安全センターの調整官による見回り等によ
り、犯罪発生の抑制に貢献している。
令和４年度と比較すると、令和５年度は事業の効果
もあり、犯罪件数が減少しているが、引き続き、犯
罪件数減少に向けて、現在の監視体制を維持する
と共に、関係機関等との一体的な啓発活動を行う
必要がある。
また、昨年、おうみ犯罪被害者支援センターと協定
も締結し、犯罪被害者への支援に向けて、情報共
有していく必要がある。

・住民参加型の防犯パトロールであることから積極
的に啓発活動を行い、参加を呼びかける必要があ
る。
・防犯灯のLED化については、環境負荷軽減を図る
ため、今後も計画的に進める必要がある。また、通
学路の安全対策として教育委員会と連携し、新たに
防犯灯を設置する必要がある。

指標名

消費生活相談窓口数

取組方針

①消費者被害の救済及び未然防止・
拡大防止の充実

実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

消費者行政推進事業
　3,051
（281）

犯罪発生率
※１万人あたりの件数

②防犯対策の実施
13,528

(13,521)

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

野洲市くらし支えあい条例に基づき、訪問販売登録
制度、見守りリスト作成による見守り活動を実施し
展開しているが、相談数等を踏まえ、事務事業成果
の分析が必要である。

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている 今後の対応

地域安全センターを中心とする活動の充実

・住民参加型の防犯パトロール（ブルーフラッシュ活動）を12回実施し、参加者は
総勢56名であった。また、地域安全センター調査官による防犯・放置自転車・路
上喫煙等に関するパトロールについては、年間を通じて1,961回実施した。
・防犯灯については、各学区からの要望に基づき、新たに7灯設置した。
・政策提案型事業として、通学路等（比江地先）にて新たに防犯灯を10基、設置し
た。また、市内防犯灯の蛍光灯83基をLEDに交換した。

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

商工観光課 921億円 1,066億円
（R１実績）

1,164億円
（R２実績）

1,335億円
（R３実績）

1,042億円 s
・R３は「工業統計調査」
・R４は「経済センサス活動調査」
・R５は「経済構造実態調査」
を参照

商工観光課 870億円 ― 888億円
（R２実績）

― 990億円 - 「経済センサス活動調査」を参照

商工観光課 11人 12人 25人 21人 20人 s 野洲市創業支援補助金交付要
綱

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

商工観光課 a

商工観光課 a 野洲市商工会

商工観光課 a 野洲市商工会

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

1,200
（1,200）

・展示会の商談は、すぐには成約に結び付かな
いこともあるものの、工夫しながら事業者支援に
努めていくことが必要である。
・原材料や燃料等の価格高騰が進んでおり経営
に影響を及ぼしているため、一過性に終わらず
継続的な支援が必要である。

年間商品販売額

②地域商業の基盤強化の支援 小規模事業者支援事業
48,136
（20,150）

・経営発達支援計画に基づいて、商工会が事業者の経営相談を受け、中には
業態転換を行う事業計画の策定支援をしたほか、東京での展示会の出展をサ
ポートした。

・新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、燃料費高騰の影響で経営圧迫
となっている商工業者への支援のため、補助金を支給した。
　支給事業者数：539者　支給額：26,920,000円

課題・改善点

設備投資を通して労働生産性の向上に繋がるよ
う商工会等と連携し、事業者への周知を十分に
行うことが必要である。

③産業・観光・歴史文化

１．商工業の振興

地域特性を踏まえた事業活動や創業をしやすい環境が整備され、事業者、経済団体、金融機関、市民の連携のもと、地域
の商工業が活性化しています。

①事業者の操業環境の整備支援　②地域商業の基盤強化の支援　③創業支援の強化と雇用の創出　

商工観光課

受講者数に対して、創業者が少なかった。創業
塾受講後の補助金申請サポートが必要である。

製造業付加価値額

取組方針

①事業者の操業環境の整備支援

実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

操業環境支援事業 ―

創業塾受講者数

③創業支援の強化と雇用の創出 創業支援事業

創業間もない人が、事業の知識を身に付ける「創業塾」を商工会と市が協力し
て行った。
「創業支援補助金」を策定し、「創業塾」受講者で、実際に創業をする人の事業
に係る経費を支援した。令和５年度の創業塾受講者数は、21名。修了者は19
名。補助金申請者は、6名。

中小企業者が税の軽減を受けることができる「先端
設備導入計画」の認定制度を活用し、先端設備を取
入れ生産性向上を図ることにより、製造業付加価値
額の向上に寄与している。

創業に関する事業の知識を身に付ける「創業塾」を
商工会と市が協力して行った。「創業支援補助金」と
して、「創業塾」受講者で、実際に創業をする人の事
業に係る経費を支援した。

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

設備投資を通して労働生産性の向上に繋がるよ
う商工会等と連携し、事業者への周知を十分に
行うことが必要である。

受講者数に対して、創業者が少なかった。創業
塾受講後の補助金申請サポートが必要である。

展示会の商談は、すぐには成約に結び付かない
こともあるものの、工夫しながら事業者支援に努
めていくことが必要である。

経営発達支援計画に基づいて、商工会が事業者の
経営相談を受け、中には業態転換を行う事業計画
の策定支援をしたほか、東京での展示会の出展を
サポートした。

取組内容・進捗度の理由

中小企業者が設備投資を通して生産性向上につなげる先端設備導入計画の
認定を市が行った。認定を受けた事業者は、対象資産の固定資産税の軽減
措置を3年間受けることができる。令和５年度に計画を認定した事業者数は12
事業者、延べ21件。

指標名
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

農林水産課 75.6% 77.1% 80.3% 81.1% 80.0% s

農林水産課 18法人 19法人 19法人 23法人 25法人 a

農林水産課 588ha 588ha 562ha 562ha 600ha b

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

農林水産課 a 県、中間管理機構、JA、土地
改良区、農業委員会

農林水産課 a おいで野洲まるかじり協議会

農林水産課 a

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

③農地、森林、水環境の良好な保全
87,681
（21,920）

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

集積率を今よりも向上させる上での課題は、更なる農
地の集約化である。また、この課題も含めた地域との
話し合いによる地域計画の策定を令和６年度末までに
行う必要がある。

集積率を向上させるためには、更なる集約化を進める
ことが課題である。この課題も含めた地域との話し合い
による地域計画の策定を令和６年度末までに行う必要
がある。

交付金の対象となっている環境こだわり農産物の流通
量は一部に限られており、手間が掛かり、取組面積が
頭打ちになっている。

法人化に資する補助事業の案内や、それを通じた相
談対応を行った。

市内の集落営農組織は、全国的に見られる高齢化と
後継者不足でその機能が低下傾向にあり、解散の危
機に瀕しているところもある。そのような状況の中で、
集落営農組織の法人化は困難である。また、経営継承
に資するというメリットと、経営上の負担が増加するとい
うデメリットを総合的に勘案しながら個別対応すること
が難しい。

環境保全型農業を実施する活動組織の代表者と構成
員が高齢化しており、事業の申請制度等の負担を減ら
す必要がある。
罠を設置できる狩猟免許所持者数の維持を課題とし狩
猟免許試験予備講習の受講料補助を促進する。
揚水機等の施設が老朽化しており、今後整備および更
新工事費の負担増が見込まれる。

環境保全型農業の推進

環境こだわり農産物の生産にあわせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全
に効果の高い営農活動により、持続可能な農業の確立を促進し、環境保全型
農業を推進した。
獣害対策として、集落へ獣害防止柵等の資材配布を行った。また、有害鳥獣駆
除を狩猟団体に委託し、はこ罠、くくり罠の設置による捕獲を実施した。
土地改良区への補助を行うことにより、土地改良施設を維持した。

取組内容・進捗度の理由

中間管理機構との連携や地域との話し合い等に取り
組んできた。また、目標値を達成しているため、進捗
度を左記とした。

「環境保全型農業直接支払交付金」の取組面積が
年々減少傾向にある

③産業・観光・歴史文化

２．農林水産業の振興

効率的で安定した農林水産業経営を環境にも配慮しながら推進することで、環境と経済が両立する「栄続的」な農林水産業
が営まれています。

①経営基盤の強化と担い手の確保　②農産物等のブランド力向上　③農地、森林、水環境の良好な保全　

農林水産課

指標名

担い手への土地利用集積率

取組方針

①経営基盤の強化と担い手の確保

実績見込額(千円)
（内一般財源）

・市内農業の担い手増加、市内農産物の需要を増やす
ため、イベント事業の継続や知名度を高めることが必
要である。
・協議会における移動販売事業が令和５年度で終了し
たことに伴い、市内農産物の新たなPRの手法を検討す
る必要がある。

認定農業者の法人化数

②農産物等のブランド力向上 農商工連携の推進及び販路の拡大支援
1,400
（1,400）

おいで野洲まるかじり協議会の事業として、市内農産物やテイクアウト料理を販
売する「おいで野洲まるかじりフェスタ2023」を駅前Aブロックで開催した。約７０
００人の来場があり、市内農産物をPRできた。

主要事業名

農地利用集積の促進強化
4,018
（0）

「環境保全型農業直接支払交付金」取組面積

中間管理機構との連携や地域との話し合い等に取り組んできた。また、目標値
を達成しているため、進捗度を左記とした。

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容

16



分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

商工観光課 1,550,100人 1,196,130人 2,481,463人 2,339,941人 1,627,500人 s 滋賀県観光入込客統計調査

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

商工観光課 a
・野洲市観光物産協会
・自治会
・事業者

商工観光課 a ・湖南地域観光振興協議会
・びわこビジターズビューロー

商工観光課 a ・野洲市観光物産協会

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容

・今後も、イベント等の機会を使って、同期間中
に開催している事業のＰＲを図るなどし、相乗的
な効果を生むような取り組みを進めていくことが
必要である。

③地域資源の活用促進
500
（250）

イベント開催により、マップの周知を一定図るこ
とができたが、今後、本マップをより多くの人に活
用してもらうよう取り組みを進めていく必要があ
る。

③産業・観光・歴史文化

３．地域資源を生かした観光の振興

野洲市の地域資源の魅力が市内外に周知され、多くの人が野洲市を楽しみ、地域経済が活性化しています。

①観光情報の収集・発信の充実　②新たな観光資源の発見と環境整備　③地域資源の活用促進

商工観光課

②新たな観光資源の発見と環境整備 観光振興推進事業 -

・湖南地域観光振興協議会（草津、栗東、守山、野洲が連携）主催で「びわこ
なんリアル謎解きラリー」スタンプラリー事業を行った。参加人数568人、応募
件数８５７件（うち、野洲市の謎解きクリアと応募は212件）
・びわこビジターズビューロー主催のキャンペーン事業に、湖南地域観光振
興協議会として参加し、金山駅物産展などで出展を行った。野洲の名産など
を紹介し、野洲市をＰＲした。

地域資源活用事業

・令和4年度にリニューアルしたヤスイチマップを活用し「ヤスイチサイクル体
験ツアー」を２回（11/3，3/10）開催した。参加人数は30人（11月：10名、３月：
20名）
市内の魅力を紹介し健康でエコなサイクルツーリズムを実施できた。また、
市内のおすすめ立ち寄りスポットに訪れ、野洲市内陸部への誘客を進める
機会となった。

課題・改善点指標名

取組方針

①観光情報の収集・発信の充実

実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

観光情報発信事業
1,350
（1,350）

観光入込客数

取組内容・進捗度の理由

コロナ禍収束や観光施設の状況等により、観光入込
客数が昨年度から減少したが、目標値を上回ったこ
とから、s評価とした。

・Instagraｍを中心に観光に関する情報を発信した。
・「平家ゆかりの地野洲を訪れるデジタルスタンプラリー」を実施し、「平家ゆ
かりの地」をはじめ、市内観光へつなげた。

市内大型施設が令和３年12月にオープンし、令
和４年は観光入込客数を押し上げたが、オープ
ン需要の効果が大きかったため令和５年は減少
となった。今後、観光客数の伸びは落ち着くと予
想される。

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

・今後も市の魅力発信していくためには、観光情
報を提供いただく団体と協力関係を築きながら
進めていく必要がある。
・イベントの実施にあたっては、周知広報を含め
計画的に取り組むことが必要である。
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

文化財保護課 140件 140件 140件 140件 144件 a

歴史民俗
博物館

10,604人 7,269人 7,906人 6,965人 11,700人 b

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

文化財保護課 a 国・県・市指定文化財所有者

歴史民俗
博物館 a

歴史民俗
博物館 a

文化財保護課 a 祇王学区・江部自治会・
妓王まちづくり推進協議会

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

地域の歴史や文化に関心を持てるようなテーマ
選定や、魅力ある展覧会や講演会の企画を引き
続き進めていく必要がある。また、効果的な事業
取り組みの一環として他館との連携や協力を視
野に入れた計画も必要である。

発掘調査や活用事業は、地域との連携・協働を
推進、継続していく。史跡の公有化は、土地所有
者の理解を得ながら進めていく必要がある。

実績見込額(千円)
（内一般財源）

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容

歴史文化遺産の保護・継承事業②(銅鐸博物館)

永原御殿跡保存整備事業

国史跡永原御殿跡の発掘調査、活用事業、整備工事の実施設計と一部施
工、公有化に取り組んだ。活用事業では、発掘調査体験教室（4回）、第３回
フォーラムを開催した。史跡の公有化は、本丸の計９筆、約3,130㎡（繰越分含
む）の土地を購入した。

②歴史文化遺産の魅力の発信 企画展等開催事業
5,082

（4,392）

開館35周年記念企画展として、「四面の鏡―海を越え、つながる王―」を令和
５年10月７日から11月26日まで開催した。記念講演会も合わせて行い、期間
中入館者数は1,707名であった。その他、春期テーマ展「近江国野洲郡 永原
御殿―徳川将軍の宿泊所―」や夏期テーマ展「新収蔵展 ―資料収集と博物
館の役割―」等を開催し、地域の魅力ある歴史の発信に努めた。

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

③他分野との連携による歴史的遺産
の活用促進

80,313
（32313）

③産業・観光・歴史文化

４．歴史文化遺産の保全・活用

地域の歴史文化遺産の魅力が地域で共有され、協働して保存・活用・整備に取り組んでいます。

①歴史文化遺産の保護・継承　②歴史文化遺産の魅力の発信　③他分野との連携による歴史的遺産の活用促進

文化財保護課・歴史民俗博物館

歴史文化遺産の保護・継承事業①(文化財保護課)
11,913
（9,595）

国・県指定文化財建造物の防災設備保守点検、国選定保存技術本藍染伝承
事業、国名勝兵主神社庭園荒廃防止や、指定文化財の修理や防災施設整備
等の補助を行った。　野洲市文化財保存活用地域計画の作成（３年計画の１
年目）に着手した。国史跡大岩山古墳群についても、来訪者に対する環境整
備に努めた。

課題・改善点

国・県・市指定文化財件数

①歴史文化遺産の保護・継承

32,333
（31,472）

５件の資料調査を行い、資料の寄贈（６件）を受けることによって、失われつつ
ある歴史・民俗資料を博物館で保管し、地域の歴史の解明と伝統文化の継承
に努めた。文化財の保存公開を適切に行うため、特別収蔵庫空調設備改修工
事を完了した。

郷土に残る貴重な歴史・民俗資料を博物館や地
域の人々によって継承してもらうため、文化財を
後世に伝える重要性等を啓発していく必要があ
る。また、老朽化した空調設備等の計画的な更
新が必要である。

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

指定文化財の防災設備・兵主神社庭園・大岩山
古墳群における諸施設の修繕更新時期に差し
掛かっており、計画的な改修措置を行う必要が
ある。

引き続き魅力ある事業を推進していく一方、他館
や小中学校との連携、市民活動や観光振興など
と一体となる利活用を図っていく必要がある。

歴史民俗博物館入館者数

新たな文化財の指定に向けて、調査や審議を進
めていく必要がある。

令和7年度の野洲市文化財保存活用地域計画の策
定に向けた１年目の取組を進めている。市内未指定
文化財の把握や見直しを行っている。

取組内容・進捗度の理由

コロナ禍後の人流把握の難しさはあったものの、開
館35周年記念企画展等の開催により、入館者数の
一定の確保につなげることができた。

指標名

取組方針 主要事業名

18



分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

都市計画課 58.1人/ha 60.3人/ha 60.0人/ha 60.6人/ha 58.1人/ha s

企画調整課 30,626人 24,546人 24,256人 25,726人 31,000人 b 滋賀県統計書　令和４年度

建築住宅課 0戸 1戸 0戸 0戸 5戸 b

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

都市計画課 a

企画調整課 a

都市計画課 a

建築住宅課 a

建築住宅課 a

とりまとめ時点の評価

B

内部評価

B

外部評価

取組内容・進捗度の理由

野洲市空家解体促進事業により、危険な空家等の解体工事に対し
補助金を交付している。HPに加え自治会回覧など啓発方法を工夫
し、問い合わせは増えたものの実績に繋がらなかった。

・区域区分の一斉随時見直しに向け、想定される候補地について滋賀県に提出するとともに、
庁内関係課等と定期的な協議を行った。
・次期区域区分の定期見直しに係る基礎調査の費用負担の割合や予算措置の方法等につい
て、大津湖南都市計画推進連絡協議会で協議調整した。
・市街化調整区域における住宅地の確保に向け、地区計画制度がより活用されるよう、運用基
準の緩和を図るための見直しを行った。

野洲駅南口周辺整備事業

課題・改善点

居住誘導区域内の人口密度

18,371
(18,371)

※繰越含む

・野洲駅南口周辺整備構想検討委員会を令和５年３月から10月までに４回開催し、野洲駅南
口周辺整備構想の見直しを行ったほか、ABCブロックの事業方針を策定するなど、にぎわい創
出に向けた検討を重ねた。さらに検討を進めていく中で、委員からの意見を受けて、整備に関
するアンケートを実施した。
・検討後には、連携事業者を公募するため、公募条件等を整理し、公募型プロポーザルを実施
し、学識経験者等による連携事業者選定委員会を設置し、令和６年３月に連携事業者候補者
を選定した。

事業スケジュールが円滑に進むよう、連携事業者と協議を
進めていく必要がある。
また、議会や市民からの意見を聞き取りつつ、機動的・効
率的に進めていく必要がある。

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

区域区分の一斉随時見直しに向けては、滋賀県と情報交
換しながら、関係課等との調整やスケジュール管理を行う
必要がある。
市街化調整区域における地区計画制度の活用について
は、運用基準の見直しについて周知を行い、制度の活用に
繋げていく必要がある。

指標名

取組方針
実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

居住誘導区域外における届出制度の活用により、人口集積を誘導
した。

市街化区域の拡大に合わせて居住誘導区域の設定につ
いて検討する必要がある。

乗降客数がさらに増加し、交流人口の増加が図られるよ
う、野洲駅南口周辺整備事業を進める。

④未利用地の利活用促進 -

③良好な住宅・住環境の整備

市街化区域の拡大 -

活用した空き家数
※危険空家解体補助件数

補助金制度をより利用しやすい制度へ改正する必要があ
るため、令和6年度から内容の改善を行った。

木造住宅耐震改修の促進
868
（217）

木造住宅耐震診断員派遣　７件
木造住宅耐震診補強案作成　６件
木造住宅耐震改修　０件

JR野洲駅乗降客数
コロナ禍により一時的に減少していたが、感染症法上５類に移行さ
れたこともあってか、増加傾向に転じた。

①計画的な土地利用の推進

特定空家の発生予防
野洲市空家解体促進事業により、危険な空家等の解体工事に対し補助金を交付している。HP
に加え自治会回覧など啓発方法を工夫し、問い合わせ件数が増加した。

補助金制度の周知方法を検討し、より利用しやすい制度へ
改正する必要があるため、令和6年度から内容の改善を
行った。

改修補助金制度をより利用しやすい制度へ改正する必要
があるため、令和6年度から内容の改善を行った。

②都市機能形成の推進

立地適正化計画の推進
8,914
(5,317)

・コンパクトで安全なまちづくりを推進するため、居住誘導区域に残存する災害リスクに対して、
計画的かつ着実に防災・減災対策取り組む必要があることから、「防災指針」の位置づけや都
市機能の整備に伴う新たな拠点を設けるため、立地適正化計画の改訂を行った。
・都市計画決定を行っていない既存の都市施設（都市計画学校）について、都市計画決定の
手続きを行った。また、都市計画公園（２公園）について、滋賀県との協議を行った。

都市計画決定の手続きを行った都市施設の改修等の事業
について、都市計画事業として行うため滋賀県知事の事業
認可を受ける必要がある。その手続きの手法として、老朽
化した都市施設の改修については、立地適正化計画に位
置付けることにより認可を受けられる制度の活用を検討す
る必要がある。

④環境・都市計画・都市基盤整備

１．均衡ある土地利用の推進

地域特性や市民ニーズに合わせた計画的な土地利用が図られ、豊かな自然環境と快適な都市環境が調和したまちが実現
しています。

①計画的な土地利用の推進　②都市機能形成の推進　③良好な住宅・住環境の整備　④未利用地の利活用促進

都市計画課・建築住宅課・企画調整課

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

都市計画課 726件 601件 512件 491件
500件
以下 s

都市計画課 8.2㎡/人 8.2㎡/人 8.2㎡/人 8.2㎡/人 8.5㎡/人 c

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

環境課 a 環境基本計画推進会議（水と
緑・安心の野洲）

都市計画課 a

都市計画課 a 地元自治会

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

B

外部評価

取組内容・進捗度の理由

新規都市公園の整備が具現化していないため。

・環境基本計画に掲げる12の重点プロジェクトをえこっちやすと協働で実施した。
・低炭素社会の形成に向け「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し
た。
・省エネ家電への買換補助金を交付し、家庭での省エネルギーを推進した。

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容

環境基本計画の推進

市民一人あたりの都市公園面積

・公園のあり方については、必要に応じて随時、自治
会と協議を行う。
・公園長寿命化計画に基づく公園の改修を行うた
め、都市計画決定（変更・新規）が必要な公園につ
いて手続きを行う必要がある。
・都市公園の改修については、都市計画事業として
行うため、立地適正化計画に位置付けて行う都市施
設の老朽化対策として行う手法を検討する必要があ
る。

5,024
(-)

④環境・都市計画・都市基盤整備

２．自然環境・美しい景観の保全

豊かな自然とくらしの調和を図りながら、美しい風土を守り育てるため、市民や事業者が協働して自然環境の保全や景観の
保全・創出に取り組んでいます。

①自然環境の保全並びに低炭素社会の形成　②景観の保全と創出　③都市公園の整備・維持管理の充実

環境課・都市計画課

みどりの基本計画の推進

・公園再編計画で示した分類の方針に基づき、自治会協議等を経て各公園の今
後の方針を整理した。
・現状維持とする公園については、管理を委ねる地元自治会と管理協定を締結し
た。
・市有地でない公園については、土地所有者と土地の貸借契約を締結した。
・廃止する公園については、令和6年3月31日付で「野洲市地域ふれあい公園条
例」第2条に基づく廃止の公告を行った。
・都市公園については、予防保全的な維持管理を行うため「公園長寿命化計画」
を策定した。
・遊具点検を実施することで結果判定に基づき修繕等を行うなど適切な維持管理
に努めた。

③都市公園の整備・維持管理の充実
14,732
(10,098)

①自然環境の保全並びに低炭素社会
の形成

②景観の保全と創出

新規公園整備候補地の決定。

引き続き指導を行うとともに、制度の周知徹底をより
一層進めていく必要がある。

クリーンキャンペーンによる違反広告物の簡易除去及
びパトロールで発見した違反広告物に対して指導を
行った。

良好な景観の保全

課題・改善点

違反広告物の数

―

・野洲市景観計画および野洲市屋外広告物条例等に基づく指導啓発により良好
な景観形成が図れるよう努めた。
・違反広告物の指導啓発を実施した。（県道小島野洲エリア、県道野洲甲西エリ
ア、国道477号エリア）
・計画どおり事業を進めることができた。

・違反広告物の減少に向け、引き続きパトロールを
強化して是正指導ができる体制をつくり、制度の周
知徹底を一層進める必要がある。

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

・えこっち・やすの活動参加者の固定化・高齢化が進
んでおり、活動の担い手増加に向けた方策を検討す
る必要がある。
・第３次環境基本計画の策定に向け、第２次環境基
本計画の評価を行う必要がある。

指標名

取組方針
実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

環境課 100% 100% 99.11% 100% 100% s

環境課 273kg 277kg 268.6kg 261.8kg 257kg a

上下水道課 81.5% 82.6% 82.8% 84.0% 85.0% a

上下水道課 28.4% 28.4% 77.8% 90.1% 100.0% a

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

環境課 a

野洲クリーン
センター a

環境課 a

上下水道課 a

上下水道課 b

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

適切な分別と３Ｒの推進

②循環型社会の形成
352,714
（236,907）

課題・改善点

環境基準達成率

480,838
（243,734）

クリーンセンターの長期包括による運営や最終処分場の長寿命化事業を行い、適正に運用し
た。

長期的な視点から、次期施設の整備に関して検討する必
要がある。

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

市民の美化活動を促進するため、ボランティア清掃におけ
るエコトラックの貸出やごみ回収袋の提供等の支援制度の
周知啓発を行う。

8,346
（7,346）

石綿セメント管更新率

一般廃棄物処理施設の適正な運用

取組内容・進捗度の理由指標名

④環境・都市計画・都市基盤整備

３．生活環境の保全と上下水道サービスの安定供給

上下水道や廃棄物処理等、市民の快適な日常生活のために必要な施設が健全に管理・運営され、市民生活の安全・安
心を守っています。

①生活環境の保全　②循環型社会の形成　③安全で良質な水の安定的供給　④持続可能な下水道サービスの提供

環境課・野洲クリーンセンター・上下水道課

【取組内容】下水道ストックマネジメント計画に基づき、行畑・三上地区において管路施設の点
検・調査業務を実施した。
【進捗度の理由】行畑地区における管路施設の点検業務を実施したところ、当初想定より詳
細調査が必要な箇所が多かったため、令和５年度に全ての調査が完了しなかった。

特になし。

河川及び大気の環境調査を実施し、100％の環境基準達成率と
なった。

今後も100％達成を継続できるように努める。

特になし。

【課題】残っている行畑地区の調査と令和６年度当初計画
による冨波乙地区の調査が必要となり、業務が過大とな
る。
【改善点】業務を早期に発注し、実施期間（工期）の確保に
努める。

【取組内容】　比江水源地更新工事に着手し、水源地施設の更新が進捗した。また、栄地区
における老朽管路更新や久野部地区における石綿管の更新等を実施した。
【進捗度の理由】　管路・施設更新計画通りに進捗している。

【取組内容】栄地区・妙光寺・西河原地区において老朽配水管の布
設替えを実施し、有収率の向上を図ることができた。（L=735m）

民間事業者との３Rに関する連携協定の締結やフードドライブの実
施、不要となった家具や食器類の譲渡活動等、ごみの削減と資源
化に努めた。

循環型社会の形成に向け、引き続き３Rの推進を強化して
いく。

・適切な分別促進のため、ごみ分別アプリの導入及びごみ分別名人の改定と全戸配布を行っ
た。
・民間事業者と３Rに関する連携協定を締結し、市民の３R活動を促進した。
・食品ロスの削減に向けフードドライブを実施した。
・ごみの資源化に向け、生ごみ処理機への補助金交付や廃食油の回収、クリーンセンターで
のリユース品の譲渡等を行った。

循環型社会の形成に向け、３Ｒの推進やごみ分別アプリの
ダウンロード数向上と活用等により、更なるごみの減量や
資源化に取り組む。

【課題】大篠原地区稲荷川沿いの石綿管で漏水が発生し
た。（令和５年度）
【改善点】令和６年度中に布設替えの設計を実施し、工事
着手を予定している。

【取組内容】久野部・野田地区に布設された石綿管を更新した
（L=200ｍ）。
また、石綿管布設が疑われた箇所（冨波甲、大篠原地先等）で試
掘を実施。その結果、既に更新されたことが確認できたため、石綿
セメント管の残延長は300ｍとなった。

・市内の環境状況を把握するため河川、大気、道路交通騒音等の環境測定を実施した。
・環境協定締結事業所へのフォローアップ調査、研修等を実施した。
・ボランティア清掃や自治会の一斉清掃運動を支援し、市民の美化活動を促進した。
・不法投棄監視員やクリーンパトロール隊による不法投棄監視活動を行い、不法投棄の早期
対応に努めた。

④持続可能な下水道サービスの提供
24,702
( - )

③安全で良質な水の安定的供給 水源地施設更新事業・管路更新耐震化事業
503,636

( - )

公共下水道ストックマネジメント事業

市民一人あたりの年間ごみ排出量

取組方針
実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

環境保全対策事業

水道水の有収率

①生活環境の保全

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容

21



分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

危機管理課 364基 364基 385基 390基 400基 a 湖南広域消防局東消防署聞き取り

危機管理課 34指定 39指定 41指定 45 40指定 s

危機管理課 5,114人 5,898人 5,958人 6,038人 7,000人 a

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

危機管理課 b 防災委員

道路河川課 b 国土交通省、滋賀県、土地改
良区、自治会

国県事業
推進室 a

危機管理課 a

野洲市消防団
守山野洲医師会
野洲市建設業協同組合
彦根気象台
野洲学区自治連合会

とりまとめ時点の評価

B

内部評価

B

外部評価

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容

災害時応援協定数
令和４年度に民間災害応援協定との目標値を達成し、
さらに令和５年度に４事業者と協定を進めた。

協定先との連携した訓練を実施する。

河川整備の推進

①防災・減災対策の整備

―

甲賀・湖南圏域河川整備計画および第３期滋賀県河川整備5ヶ年計画（南部土木
事務所管内　２０２４年度から２０２８年度）において、中ノ池川および大堀川を整
備検討区間に含めていただくよう要望した。
結果、両整備計画への記載には至らなかったものの、計画に具体的な記載のな
い一級河川においても、局所的に流下能力が不足している箇所（河川）について
は、必要に応じ河積の拡大等を実施いただけることを確認した。

流域治水の観点から、市が実施する雨水幹線整備と
連携し、必要に応じて県が管理する一級河川の整備
を進めていただく必要がある。

メール配信サービス（防災）登録者数

地域防災計画等の推進

雨水幹線整備事業
43,850

(34,812)
※繰越含む

ポンプ施設の基本設計の結果、管径とポンプ規模が大きくなり、概算工事費が約
16 億円まで増高したため、当該事業の抜本的な見直しが必要となった。

童子川第４排水区雨水幹線整備事業の見直しにつ
いて、野洲駅前周辺の浸水リスクを低減させることは
急務となるため、新たに洪水の一部を野洲川に排水
する治水対策を引き続き実施する。

④環境・都市計画・都市基盤整備

４．防災・減災対策の強化

市民の自助・共助意識が高まり、災害時に市民・事業所・行政が一体となって対応できる体制が整備されています。

①防災・減災対策の整備　②総合的な防災体制・災害時応急体制の確立

危機管理課・道路河川課・国県事業推進室

②総合的な防災体制・災害時応急体
制の確立供

582
(0)

発生した事案に対して、対処すること、その情報を整
理すること、情報を共有するための手間が多い。情報
の整理や共有については、デジタル化することで手
間の軽減を図ることが物理的に可能と思われるが、
情報から次の対策に対応できるための思考のトレー
ニングの継続が必須。

総合防災訓練等の推進

令和２年から令和４年までは、新型コロナウイルス感染症の影響で、市民や関係
機関と一緒に開催する訓練ができていなかったが、令和５年度は、市民や関係機
関と共に開催した。
風水害を想定したシナリオレス訓練を実施し、参加が、災害時の行動を考えること
に主眼を置いた訓練となった。防災士等の有識者をアドバイザーに招き、訓練で
とった行動を検証し、今後の防災対応を考えるきっかけになるよう工夫した。

課題・改善点

防火水槽設置数

―

令和４年度に改定した内容で訓練を実施し計画と実践が乖離している箇所につい
て確認した。進捗度ｂについては、組織改編を見据えた地域防災計画の修正に必
要な情報収集を行い、令和５年度に実施する予定であった地域防災計画の修正
を、令和６年度に実施することとしたため。

能登半島地震や総合防災訓練での課題を地域防災
計画に反映する。

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

指標名

取組方針
実績見込額(千円)

（内一般財源）
主要事業名

取組内容・進捗度の理由

防災情報の伝達方法を多様化することを目的に、各種
研修会や訓練において本サービスの周知を行った。

引き続き、訓練や研修において災害時の情報伝達手
段の一つとして有効であることを周知することで、登
録者の増加を図っていく必要がある。

市内の住宅開発に伴う必要箇所への新規設置を行っ
た。

既存の防火水槽の適切な管理を継続する。
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

国県事業
推進室

4路線 4路線 4路線 4路線 0路線 b
渋滞発生路線：国道8号、大
津能登川長浜線、野洲甲西
線、野洲中主線

都市計画課 82.0% 82.0% 82.0% 82.0% 92.0% a

危機管理課 99件 93件 101件 103件
60件
以下 b

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

道路河川課 b 国土交通省、滋賀県、土地改
良区、自治会

国県事業
推進室 b

道路河川課 a PTA,自治会、国道事務所、南
部土木事務所、守山警察署

危機管理課 b 守山野洲交通安全協会

とりまとめ時点の評価

C

内部評価

B

外部評価

課題・改善点

通勤時間帯における渋滞発生路線の数

15,088
(15,088)

（(仮称)市三宅妙光寺線バイパス）
・令和4年度の概略設計を基に対象路線となる地元自治会及び地権者対象に全
体事業説明会を8月下旬に開催した。道路の必要性について一定の理解を得る
事ができたことから、予備設計業務を委託し、道路計画法線について、測量及び
設計業務を進めることができた。
（市道五条吉川湖岸線）
・県道菖蒲線バイパス整備に向けた市の取組として市道五条吉川湖岸線の道路
改良に向けた予備設計業務を進め、設計未着手区間であるバイパスから市道
下堤喜合線まで計画について、関係機関および地元自治会の理解を概ね得るこ
とができた。

・地元自治会、対象地権者との合意については、ま
だ確定したものでは無く、一部反対の意見もあり調
整に難航することが想定される。また、関連する
国、県事業と連携した取組が今後必要と考える。

・バイパス道路については、事業繰越となっている。

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

指標名

取組方針
実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

取組内容・進捗度の理由

第11次野洲市交通安全計画における道路交通に関する
安全施策として、交通安全に対する啓発活動を実施して
いるが、交通事故発生件数は増加している。

交通安全協会と連携し、より一層の交通安全に対
する啓発が必要である。

道路整備および用地取得は継続中

・地元住民の生活環境等に配慮した工事の進捗管
理を行う必要がある。
・渋滞を解消するための道路整備箇所において、未
買収用地に対して継続して交渉を行う。

③交通安全の意識啓発の推進 －
守山野洲交通安全協会と連携し、より一層の交通
安全に対する啓発を行っていく。

交通安全計画の推進
第11次野洲市交通安全計画に基づき、交通安全に対する啓発活動を実施する
とともに、危険箇所対策として滋賀県公安委員会に対して信号機の設置や規制
の要望を実施した。

④環境・都市計画・都市基盤整備

５．道路ネットワークの整備と交通安全の推進

快適で安全に移動できる道路ネットワークが整備され、道路を使うだれもが交通安全を意識して行動しています。

①円滑な移動を可能とする道路ネットワークの整備　②誰もが使いやすく安全な道路環境の整備　③交通安全の意識
啓発の推進

道路河川課・都市計画課・国県事業推進室・危機管理課

都市計画道路の整備率

国道8号野洲栗東バイパス整備、大津湖南幹線整備及び
県道木部野洲線拡幅整備ともに、工事の進捗が遅延して
いる。ただ、市としては、地元との協議・調整を継続的に
実施して事業を進めていることから進捗度【a】とする。

国道8号バイパスについては、アスベストの撤去を
安全に進めている。
未買収用地について継続して交渉を行う。

通学路の安全対策
13,557
(6,100)

・通学路交通安全対策推進会議において市内通学路の危険個所の施設改修等
を年度内に完成することができた。(市内９箇所)

・事業費が限られているため、事業費が大きくなり
がちな新設の歩道整備等は困難である。

交通事故発生件数

道路整備計画の推進

国道・県道整備の推進 6,108
県道木部野洲線道路改良事業について、用地買収に時間を要したため。
国道８号野洲栗東バイパス事業について、アスベストの埋蔵量が想定以上で
あったことから、撤去工事に時間を要したため。

・地元住民の生活環境等に配慮した工事の進捗管
理を行う必要がある。
・渋滞を解消するための道路整備箇所において、未
買収用地に対して継続して交渉を行う。

①円滑な移動を可能とする道路ネット
ワークの整備

②誰もが使いやすく安全な道路環境の
整備

評価内容

施策目標の実現に向け、改善や手段などを検討する必要がある 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

協働推進課 56,395人 54,446人 65,115人 66,469人 58,000人 s

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

協働推進課 a

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容

①公共交通の利便性の向上
91,747
(33,174)

指標名

取組方針
実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

コミュニティバス利用者数

公共交通の利便性の向上

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

・公共交通空白地域において、買い物や通院等の移動手段として運行した。
・令和６年４月にダイヤ改正を実施するため、準備を行った。また、Googleマップに
掲載している時刻表を修正した。

取組内容・進捗度の理由

・公共交通空白地域において、買い物や通院等の移動
手段として運行した。
・令和６年４月にダイヤ改正を実施するため、準備を
行った。また、グーグルに掲載している時刻表を修正し
た。

・運行維持に対する各種課題（ドライバーの高齢
化・燃料高騰等）
・野洲市内の公共交通の維持のためあり方を検討
し続ける必要がある。

・運行維持に対する各種課題（ドライバーの高齢
化・燃料高騰等）
・野洲市内の公共交通の維持のためあり方を検討
し続ける必要がある。

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

④環境・都市計画・都市基盤整備

６．公共交通の利便性の向上

利用者ニーズや地域特性に応じた持続可能な公共交通網が整備され、市民生活の基盤として安全・安心な移動手段が確保され
ています。

①公共交通の利便性の向上

協働推進課
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

市民協働室 201団体 205団体 220団体 239団体 230団体 s

協働推進課 10,598件 7,838件 10,188件 9,440件 13,800件 a

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

市民協働室 a

協働推進課 a

市民生活
相談課 a 野洲市社会福祉協議会

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

⑤市民活動・行財政運営

１．市民活動・自治会活動の推進

地域の活性化や地域課題の解決のため、市民活動や自治会活動を通じて、市民一人ひとりが主体的に地域づくり・まちづ
くりに参加しています。

①市民活動の継続的な支援　②持続可能な自治会活動への支援　③多機関協働のための仕組みづくり

市民協働室・協働推進課・市民生活相談課

取組内容・進捗度の理由

指定管理者（学区連合会）と連携し、親しみやすい施設
づくりを行った。なお、コミセンみかみ大規模改修に伴う
貸館使用停止により件数は減少しているが、それを除く
と昨年度を上回る件数となる。

・『市民活動促進補助金交付要綱』に基づき、補助金を交付し、市民活動団体の活
動を支援した。
・市民活動団体の再登録の機会をとらえて、現状や課題等を把握するためにアン
ケートを実施した。

コミュニティセンター利用件数（延数）

③多機関協働のための仕組みづくり

①市民活動の継続的な支援

②持続可能な自治会活動への支援 持続可能な自治会活動への支援（コミュニティセンター）

地域福祉から孤立している人をどう発見し、どう支
援していくか引き続き事業を実施しながら、地域づ
くりを行っていく必要がある。

2,872
（1,412）

16,800
（9,131）

重層的支援体制整備事業の取組み

社会福祉協議会に以下の事業を委託し、連携して実施した。
①生活困窮者等のための地域づくり事業（見守りマップの作成、持続可能な権利
擁護支援事業の体制検討、死後事務制度等の検討）
②アウトリーチ等を通じた継続的支援事業（支援プランの策定、家庭訪問等の実
施）
③参加支援事業（社会との接点を作る場や機会の創出・働きかけ、個別支援）

課題・改善点

市民活動団体数

169,961
(19,061)

・コミュニティセンターみかみの大規模改修を実施した。
・令和６年度のコミュニティセンターきたの大規模改修に向けて設計委託業務を実
施した。

今後、大規模改修・施設保全計画に基づき改修事
業を実施するに当たり、検討を進める必要があ
る。

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

・アンケートでは、行政に期待されている取り組み
として市民活動団体の活動内容のＰＲの拡充など
が挙げられており、団体のイベント情報の発信など
を進める必要がある。

指標名

取組方針
実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

市民活動団体への支援

令和６年４月１日から導入した「公共施設予約シス
テム」の再周知及び利用促進を行う必要がある。

市民活動団体の登録の仕組みを変更したことにより、団
体数の増加に繋がった。

・市民活動団体の登録に関して、活動内容を把握
するために、毎年度、更新を要することについて、
周知する必要がある。

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

広報秘書課 141件 178件 138件 69件 200件 b

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

広報秘書課 a

とりまとめ時点の評価

B

内部評価

B

外部評価

⑤市民活動・行財政運営

２．市民との情報共有の推進

多様な手段により市政に関する情報を市民と共有し、広く市民がまちづくりに参加しています。

①多様な手段を用いた広報・広聴活動の充実

広報秘書課

公式LINEアカウント登録者拡大のために、やすまる広場において、ブースを設置
し、登録方法の支援やチラシ配布を行った。
また、ホームページやLINE以外の情報発信手段として、自治体の広報紙を無料
で閲覧できるアプリ「マチイロ」への広報紙掲載の検討を進め、これを進めるため
の協定書を令和5年度末に運営会社である株式会社マチイロと締結した。

取組内容・進捗度の理由

・令和4年度末に市長への手紙事務取扱要綱を作成
し、回答基準を明確に定めたことや、これまで主なもの
となっていた病院整備（令和4年度41件）などの市長の
手紙が大きく減少したことから、件数としては、減となっ
ている。
※回答不要の申し出や営業内容などを除く。
令和5年度　　　　  　　　  　令和4年度
　受付総数　115件　　  　   受付総数　219件
  回答　       69件　　　  　  回答　　　　138件
・目標値を200件としているが、広聴制度の成果は果た
しているものと評価している。

・広聴制度の普及促進を図るため、SNS（LINE）
を使って、広聴制度についての記事を配信した
り、市主催のイベントなどでチラシなどを配備し
て、啓発を進めていく必要がる。

○マチイロアプリへ広報紙を掲載し、新たな手段
として情報の発信を進めていく。
○市ホームページを魅力ある情報発信のツール
として、リニューアルする必要がある。

課題・改善点

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

①多様な手段を用いた広報・広聴活動
の充実

―

指標名

取組方針
実績見込額(千円)

（内一般財源）
主要事業名

広聴制度利用件数

SNS等を活用した広報事業

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組ができている

評価内容
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分野

施策

めざす姿

取組方針

担当課

１．成果指標の実績

担当課 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 進捗度 根拠・出典等

財政課 93.3% 93.5% 91.4% 91.8% 94.0％以下 s 令和４年度地方財政状況調査

情報
システム課

7件 55件 107件 139件 50件 s コンビニ交付：8、電子申請：
131、（手続きガイド：8）

２．取組方針ごとの主要事業の実績

担当課 進捗度 関係団体（協働）

協働推進課 a

行財政改革
推進室 a

税務納税課 a

人事課 b

情報
システム課 a

とりまとめ時点の評価

A

内部評価

A

外部評価

職員を階層別研修に派遣し、政策形成の理論や過程・技法、概論等、政策立案につ
いて学ぶ機会を提供し、職員の能力向上に努めた。また、県、大津市、湖南４市の
若手から中堅職員を対象とした民間企業（大阪ガス㈱、しがぎん経済文化センター）
が主催する「滋賀県南部地域活性化勉強会に職員を派遣し、地域課題に対する知
識の習得、政策立案能力を高めることができた。
進捗度をbとする理由は、職員提案制度を活用しきれていないため。

電子化した行政手続き数

ふるさと納税の活用

債権管理条例の適正運用による市税等の確保
490
(490)

⑤市民活動・行財政運営

３．効果的・効率的な行財政運営

職員一人ひとりが広い視野と経営的な視点を持ち、効果的・効率的で持続可能な行財政運営を行っています。

①計画的で効率的な行財政運営　②広い視野と経営的視点を持った職員の育成　③先端技術の導入と電子化の推進

協働推進課・行財政改革推進室・税務納税課・人事課・情報システム課・財政課

③先端技術の導入と電子化の推進
6,033
(6,033)

研修については、多様な社会に対応するため、今後も新たな
研修を取り入れていく必要がある。また、研修派遣後の職場
内伝達研修の実施が十分ではないため、伝達研修実施の周
知を図っていく必要がある。
職員提案制度については、政策調整部が実施する政策提案
型事業等と人事評価制度が連動するよう検討する。

債権管理条例及び債権管理マニュアルによる具体的な運用に基づき、各債権所管
課から移管を受けた徴収困難債権について適正管理に努めるとともに、市債権管
理条例等運営連絡会議を設置し、市における債権管理事務の円滑な実施及び市全
体の収納率の向上並びにその業務の改善を図った。

現在移管を受けている案件について、徴収に向けた事務を
進めてはいるが、質、量とも大きく、税務納税課(収納・債権
管理係)の本来業務である市税徴収業務を進めていくことが
困難な状況である。そのため、十分な体制を整える必要があ
る。

①計画的で効率的な行財政運営

②広い視野と経営的視点を持った職
員の育成

持続可能な行財政の運営の実現に向けた行財政改革の推
進

1,601
（1,601）

行革推進プランの年度目標値を達成することができた。
財政調整基金残高は目標である15億円を下回っており、引
き続き取組みの推進を図っていく必要がある。

・実証実験により、申請データの内部連携自動化による事務
効率化の成果を確認した。ただし、対象手続きごとに連携
ツール(RPA等)の作り込みが必要となるため、他業務に展開
するにはSE経費負担や職員のノウハウ蓄積が必要である。
・ＲＰＡ、AI-OCRが有効に機能する業務の選定が難しい。

先端技術の導入と電子化の推進

・汎用電子申請・手続ガイドシステムの導入、電子申請：131手続き、手続ガイド：8手
続きの公開・運用
・こども課、グラファー社と共同で、汎用電子申請審査アシストシステム(ｵｰﾄﾒｲﾄ)実
証実験を実施。学童保育所入所申請を対象に、申請手続の電子化率は35.1%であ
り、この申請データを内部連携自動化することにより事務作業を32%(224時間)軽減
できた。
・ペーパレス会議システムの運用
・ＲＰＡ、AI-OCR試験運用の実施
・令和６年度に生成ＡＩを試験導入予定

職員研修の充実及び職員提案制度の活用
1,919
(1,919)

課題・改善点

経常収支比率

715,463
(715,463)

・６月に野洲文化小劇場にて返礼品提供事業者向け説明会を開催した。
・寄付額は15.7億円に到達し、返礼品提供事業者は、６者増え、47者となった。
・化粧品、近江牛、米、野菜、スイーツ、雑貨、体験チケットなど、現在の返礼品数は
200を超え、幅広いラインナップとなった。

新たな返礼品提供事業者・返礼品の開拓を進め、寄付者・返
礼品提供事業者に満足していただけるよう、本市の魅力を広
くPRしていく必要がある。

取組内容・進捗度の理由 課題・改善点

指標名

取組方針
実績見込額(千円)
（内一般財源）

主要事業名

取組内容・進捗度の理由

電子申請手続きは順次、拡張しており、市民の利便性の
向上と職員窓口対応時間の削減が図れている。

職員作業の更なる効率化のため、電子申請データの内部連
携機能の構築が必要である。

前年度より悪化しているが、目標値以下に継続して維持
できるよう、適正な予算執行に努めた。

人件費の上昇や物価上昇に対して安定収入が確保しきれて
いない。経常経費の抑制に努める。

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める 今後の対応

評価内容

施策目標の実現に向けた取組が着実にできており、達成が見込める

評価内容
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６ 第２期総合戦略の進捗状況                        

 第２期総合戦略は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を定めた計画であり、人口減少克服及び地方創生に向けた取組を推進するもので、総合計画の施策・取組方針の一部を充てています。   

このことから、重要行政評価指標（KPI）の実績は「５ 施策ごとの成果」より転記しており、総合戦略は総合計画と一体であるため、総合計画の施策評価をもって総合戦略の評価とし、本資料

においては進捗状況の一覧の掲載に留めます。 

 

基本目標１ 稼げるまちをつくるとともに、安心して働けるようにする 

数値目標 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

昼夜間人口比率 99.2％ ― 103.0％    100％ 

１－１ 稼ぐまちの実現 

重要業績評価指標(KPI)  基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

製造業付加価値額 921 億円 1,066 億円(R1） 1,164 億円(R2) 1,335 億円（R3）   1,042 億円 

年間商品販売額 870 億円 ― 888 億円（R2）    990 億円 

担い手への土地利用集積率 75.6％ 77.1％ 80.3％ 81.1％   80.0％ 

１－２ 安心して働ける環境の実現 

重要業績評価指標(KPI)  基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

創業塾受講者数 11 人 12 人 25 人 21 人   20 人 

 

基本目標２ 新しいひとの流れをつくる 

数値目標 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

転入者数／転出者数 106.3％ 88.4%(R2) 88.1％（R3） 107.7％（R4）   100％以上 

２―１ 移住・定着の推進 

重要業績評価指標(KPI)  基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

活用した空き家数 ０戸 1 戸 ０戸 0 戸   ５戸 

２―２ 新しいつながりの創出 

重要業績評価指標(KPI)  基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

観光入込客数 1,550,100 人 1,196,130 人 2,481,463 人 2,339,941 人   1,627,500 人 

 

基本目標３ 子育ての希望をかなえる 

数値目標 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

合計特殊出生率 1.67 1.66(R2) 1.31（R3） 1.43（R4）   1.80 

３―１ 子育てしやすい環境の整備 

重要業績評価指標(KPI)  基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

待機児童数（学童保育所） ０人 0 人 ０人 0 人   0 人 

待機児童数（未就学児）  52 人 40 人 ９人 10 人   0 人 

 

 

国勢調査より引用しており、毎年のデータはありません。 

経済センサス活動調査（5 年毎の公表の為、毎年のデータはありません） 
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基本目標４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的なまちをつくる 

数値目標 基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

野洲に住み続けたい人の割合 69.7％ ― —    80.0％ 

４―１ 活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保 

重要業績評価指標(KPI)  基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

主要スポーツ施設の

利用者数 
247,211 人 195,145 人 199,799 人 173,953 人   276,500 人 

居住誘導区域内の人

口密度 
58.1 人／ha 60.3 人／ha 60.0 人／ha 60.6 人/ha   58.1 人／ha 

災害時応援協定数 34 指定 39 指定 41 指定 45 指定   40 指定 

コミュニティバス利

用者数 
56,395 人 54,446 人 65,115 人 66,469 人   58,000 人 

 

７ 第２期総合戦略に関する事業の評価                      

１．地方創生推進交付金事業について 

 本市では、第２期総合戦略に基づく交付金事業として、国の交付金である地方創生推進交付金を活用し、「健康でエコなマイクロツーリズム推進プロジェクト」事業に取り組んでいます。 

このことから、当該事業について、当評価委員会で意見を求め、評価検証を行います。 

 

事業の名称 健康でエコなマイクロツーリズム推進プロジェクト（広域連携） 

事業の概要 「ビワイチ」を健康でエコなニューツーリズムとしてブラッシュアップするとともに、サイクリングに興味のない方も含めた幅広い年代・様々な層に訴求できるサイ

クリングを、県内の観光資源や公共交通などと組み合わせて展開し、ツアーガイドを中心とした民間事業者を担い手として、県内全域での経済効果につなげていく事業。 

実施内容 令和５年度は、昨年度にリニューアルしたヤスイチマップを活用した「ヤスイチサイクル体験ツアー」を２回開催しました。 

第１回は 11月３日に開催し、野洲市を周遊できるヤスイチサイクリングとして、ツアーガイド付きで市内観光をしながら、特産品グルメ体験や買い物等、自転車を利

用した体験ツアーを開催しました。 

第２回は３月 10 日に開催し、「近江フジイチコース（三上山一周 約 14ｋｍ）」を自転車で走り、野洲市ならではの道、スポットをツアーガイド付きで巡る体験ツアー

を開催しました。ツアー後は、インフルエンサーによる自転車関連トークショーや市内グルメ、ロードバイク試乗体験等もあり、ツアー以外も楽しんで頂けました。 

事業費 ５１８千円 

今後の方針 令和６年度は、「ヤスイチＭＡＰ」を活用し、継続した健康でエコなマイクロツーリズムの推進、内陸部への誘客につなげます。 

総合戦略における基本目標 基本目標２ 新しいひとの流れをつくる 

〇評価指標 

重要業績評価指標(KPI)  基準値 R3 R4 R5 R6 R7 目標値 

観光入込客数 1,550,100 人 1,196,130 人 2,481,463 人 2,339,941 人   1,627,500 人 

 

とりまとめ時点の評価 内部評価 外部評価 

Ａ Ａ  

基準値を満たしており、非常に効果があったと思われる。 基準値を満たしており、非常に効果があったと思われる。  

（評価は、地方創生に「非常に効果的であった」…A、「概ね効果があった」…B、「効果がなかった」…Cから選択） 

市民意向調査より引用しており、毎年のデータはありません。 
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２．企業版ふるさと納税について 

 本市では、地方創生応援税制である企業版ふるさと納税を活用し、第２期総合戦略を基に作成した地域再生計画に基づく事業（野洲市まち・ひと・しごと創生推進事業）に対して企業から寄附を

募っています。 

 このことから、当該事業について、当評価委員会で意見を求め、評価検証を行います。 

 

寄附実績 法人名 日本発条株式会社（令和６年３月 29日） 寄附額 1,000,000円 

寄附活用事業 事業の名称 
民間保育所 

運営補助事業費 
事業の概要 

保育の充実と児童福祉の増進を図るため、民間園の運営費に対して、国基準の運営助

成に加算して、市独自で補助する保育費運営補助事業に充当。 
事業費 103,969千円 

取組状況及び

今後の方針 

令和３年 11 月より、企業版ふるさと納税に係る取組を開始しました。市 HP や企業宛の封筒への広告印字等による PR・周知を図り、令和５年度は１社から寄附をいただ

くことができました。令和６年度に企業版ふるさと納税制度が終了とされており、今後の国の動向を踏まえて、取組方針を検討します。 

 

〇評価指標（寄附活用事業に関連する指標のみ） 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 R3 R4 R5 R6 目標値 

合計特殊出生率 1.67 1.66(R2) 1.31（R3） 1.43（R4）  1.80 

 

 

とりまとめ時点の評価 内部評価 外部評価 

Ｂ 

（評価指標が評価時点で未公表のため、事業の取組内容で評価） 

Ｂ 

（評価指標が評価時点で未公表のため、事業の取組内容で評価） 
 

寄附対象事業である「子育ての希望をかなえる事業」として、 

安心かつ安定した保育サービスを提供するために、市独自で

実施している事業に寄附金を活用しており、地方創生に寄与し

たと考えられる。 

評価指標に基づく評価はできないが、事業の取組内容から、地

方創生に概ね効果があったと思われる。 
 

（評価は、地方創生に「非常に効果的であった」…A、「概ね効果があった」…B、「効果がなかった」…Cから選択 

 

30


